
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

平成 22 年 6 月 8 日現在 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

研究種目：若手研究（スタートアップ） 

研究期間：2008～2009 

課題番号：20830113 

研究課題名（和文） 自治体財政に対する憲法的保障の構造と地方自治の実現 

                     

研究課題名（英文） Struktur der verfassungsrechtlichen Schutz der Kommunalfinanzen

  und Verwirklichung der kommunalen Selbstverwaltung 

研究代表者  

上代 庸平（JODAI YOHEI） 

中京大学・国際教養学部・講師 

 研究者番号：90510793 

 
 
 
研究成果の概要（和文）： 
この研究では、財源の側面から地方自治を支えるために自治体の財源を確保させる制度である
自治体財政調整を素材として、日独比較法研究の手法により憲法の地方自治・自治体財政保障
の構造を明らかにすることを試みた。その成果の概要は下記の諸点の通りである。（１）自治体
財政調整は憲法による地方自治の保障の財政上の基盤としてその形成が要請される制度である
（２）自治体財政調整には自治体の事務区分ごとに異なる財政保障機能（事務適正供与保障・
最少供与保障）が与えられており、その機能は自治体財政調整の制度形成のいかんを問わず普
遍的に妥当しうる（３）ドイツにおける自治体憲法異議を通じて導出された自治体財政調整の
憲法的意義付けは特殊ドイツ的なものではなく、我が国の裁判例における地方自治・自治体財
政の解釈論にも援用可能である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This research, named “Struktur der verfassungsrechtlichen Schutz der 
Kommunalfinanzen und Verwirklichung der kommunalen Selbstverwaltung(Structur 
of constitutional protection of the local governments’ finances and realization of  local 
autonomy)“ has result as follows. (1) “kommunaler Finanzausgleich(Local 
governments’ financial adjustment)” is required by Constitution as the basic material  
of institutional guarantee for local autonomy. (2) “kommunaler Finanzausgleich” has 
two functions, “aufgabeangemessene Finanzausstattung(appropriate financial 
adjustment for the local governments’ tasks)” and 
“Mindestfinanzausstattung(financial adjustment for minimal income of the local 
governments)” which have correspondence with two types of local governments’ tasks. 
(3) Significance of “kommunaler Finanzausgleich” in German constitutional 
interpretation can be accepted for the Constitution of Japan, especially interpretation 
of institutional guarantee for local autonomy and protection of local government’s 
finance. 
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１．研究開始当初の背景 
日本国憲法は、他に類を見ないほど詳細な地
方自治規定をおき、住民に身近な行政の実施
を図るとともに、国と地方の均衡・協働によ
って権力分立および民主主義を実現しよう
としている。 
ただ、現状は決して憲法の予定する通りでは
ない。自治体は財政困窮に陥り、自治の基盤
すら危うくなっている。このような状況に対
して、憲法学はほとんど応答することができ
ていない。これは、憲法学がよって立つ地方
自治の制度的保障理論の内容が抽象的で、そ
の理論の要請する内容・その理論が及ぶ範囲
すら不明確なままにされていることが原因
と考えられる。 
実際に、同様の事実状況・理論状況にあるド
イツでは、70 年前に考案された理論である制
度的保障理論を現代的に組み替え、新たな要
素を読み込む試みが盛んになっているが、そ
れに対応するように、地方自治に対して憲法
学の観点から積極的な処方がなされるよう
になっている。 
同様の事実状況・理論状況にあるドイツの例
に学ぶことで、地方自治の侵害に対して憲法
学が何らかの応答を示せるようになる可能
性があり、それは同時に長きにわたってブラ
ックボックス化していた、地方自治の制度的
保障理論の内容を明らかにしていくことに
つながると思われる。 
 
２．研究の目的 
（１）地域的公共団体（連邦国家における州、
単一国家における自治体）の法的な意味での
存在意義を、社会の中でそれが実際に占め、
またはそれに法が与えている位置と関連さ
せて明らかにする。 
（２）それぞれの地域的公共団体の存在意義
に応じて、その存在意義を支える法理論上の
原則（たとえば連邦国家原則・地方自治原理）
から導かれる、他の機関との相互関係性・独
立性のあり方について検討を行う。それに際
しては、国または地域における歴史・社会の
特質に配慮しつつ、地域的公共団体が実際に
おかれている状況との比較を行い、理論と実
際状況に差が生じている場合は、その差を生
じさせている要素を摘出する。 
（３）地域的公共団体の実際状況を生じさせ
ている要素が、地域的公共団体を成立させて

いる法理論（たとえば連邦国家原則における
垂直的権力分立論・地方自治原理における制
度的保障理論）との関係でいかなる関係に立
つものであるかを検討する。 

上記のうち３のカテゴリーに重点を置き、
地方自治の前提としての自治体財政保障に
対して制度的保障理論が及ぶのかどうかを
検討することである。この結論によってはさ
らに、及ぶとすれば制度的保障理論から財政
保障についていかなる原則が導かれうるの
か、あるいは及ばないとすればそれはいかな
る理由によるもので、それ以外の保護原理は
作用していないのか、の点を集中的に検討す
る。 
 
３．研究の方法 
 本研究はオーソドックスな比較法研究を
手法とした。 
 初年度は特に、ドイツの自治体財政制度が
我が国において認知度が低い現状にかんが
み、比較法研究の基礎を気づくことに重点を
置いた。我が国では、ドイツ連邦制に関する
先行業績は多数存在するものの、ドイツ諸州
における地方自治制を紹介したものはほと
んど見当たらない。したがって、比較対象と
なるドイツの制度について検討し、紹介を行
うこととした。 
 2 年目の年度は、前年度に集積した新たな
情報をもとに、それが立法状況・地方行政に
どのように影響しているかの実態検証、およ
び歴史的アプローチによる比較可能性を、主
たる検討対象とした。我が国では、地方自治
の性質論に関する判例は存在せず、存在する
裁判例や学説も成立以来相当の時を経てい
るものが多い。したがって、現代的な問題点
にひきつけてこれらを読み直し、ドイツの所
管例との比較可能性を探る作業を行うとと
もに、広く自治体の活動を視野に入れた判例
評釈や研究書を集積し、その内容の妥当性の
範囲を検討した。 
 
４．研究成果 
 初年度である 2008 年度は、以下の 4 点を
重点的な検討課題として進めた。すなわち
（１）ドイツ各州の地方制度・地方財政制度
に関する紹介、（２）ドイツ各州憲法裁判所
における自治体財政調整に関する判例の集
積および分析、（３）ドイツ各州憲法判例に



関する学説の応答状況の調査および分析、
（４）我が国における地方財政制度の状況に
関する調査である。 
（１）については、わが国の公法学にとって
はなじみのない制度である自治体財政調整
の法的機能に関して論文を執筆した（中京社
会科学研究 29 巻 1号）。自治体財政調整制度
に関して公法学と財政学の両側面から検討
を加えた業績はなお珍しく、今後この論点に
関する検討に際しての一定の基礎を提供す
るものとなろう。（２）および（３）につい
ては、諸ラントの規定集やラント憲法・自治
体法のコンメンタールを積極的に入手し分
析を加えることに重点を置いた。特に各州の
憲法だけでなく自治体財政法の規定形式を
も検討対象に加え、それと自治体財政保障の
程度の連関に関して考察を加えた論文
（Law&Practice3 号）は、これまで顧みられ
なかった多くのラントレベルの規定・判例を
我が国に初めて紹介したものであり、またそ
れらの中にはドイツ自治体財政憲法の知見
の結実とされるものも含まれている。この過
程では、ラントレベルの自治体法政に関する
資料を、体系的かつ豊富に収集することもで
きた。このように、資料の集積や分析に関し
ては一定の成果があげられたものと考えて
いる。（４）については、岡山市の状況に関
する判例批評を執筆したほか、財政再生団
体・早期健全化団体の状況に関する調査を実
施した。 

2 年目の年度である 2009 年度の研究は、以
下の 3 点を重点的な検討課題として進めた。
すなわち（１）ドイツ各州憲法裁判所におけ
る自治体財政調整制度の具体化・立法動向に
関する資料の集積および分析（２）ドイツ地
方自治・自治体財政制度に関する制度的保障
を取り巻く学説状況の調査および分析、（３）
我が国の地方財政制度を取り巻く問題状況
の把握である。 
（１）諸ラントの規定集や州ごとの地方自治
法の概説書・教本を入手し分析を加えること
に重点を置いた。近年において行われた、自
治体財政調整制度の強化のための憲法改正
および法令の整備の現状を把握し、現在執筆
中の博士論文「自治体財政に対する憲法的保
障（仮題）」にその知見を反映させる予定で
ある。この過程では、昨年度に引き続いてラ
ントレベルの自治体法政に関する資料を、体
系的かつ豊富に収集することもできた。この
ように、資料の集積や分析に関しては一定の
成果があげられたものと考えている。 
（２）については、制度的保障の全体像を視
野に入れた業績と、地方自治・自治体財政に
対する制度的保障理論を分析した資料をそ
れぞれ収集し、分析を行った。この過程では、
ドイツ特有の制度に依拠した議論と、我が国
に一定程度応用可能な議論の整理を行い、適

正供与保障・最少供与保障の考え方をわが国
の地方財政に導入すべきことを「『財政優等
生』の試練――地方財政の危機に立ち向かう
ための憲法理論」（法学セミナー662 号）にお
いて指摘した。 
（３）については、北海道砂川市における市
有地の神社への提供が、財産管理行為におけ
る政教分離違反とされた判例について財政
法判例研究会において報告を行ったほか、
「会計と監査」誌上に掲載の批評を執筆した。
また、地方公営事業や第三セクターの状況が
自治体財政に及ぼす影響について、自治体に
おける調査を実施した。 
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